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１ 宿泊税の概要

（1） 宿泊税の徴収方法（特別徴収）

◆ 宿泊税の納税義務者は、大分県内の宿泊施設の宿泊者です。

≪宿泊施設≫
・旅館業の営業許可を受けたホテル・旅館・簡易宿所
・住宅宿泊事業を営む旨の届出をした施設（いわゆる民泊施設）

◆ 宿泊税は、宿泊施設において宿泊者から、宿泊料金と合わせて徴収していただき、
宿泊施設の経営者から大分県へ申告納入していただきます。

「特別徴収制度」といいます。

宿
泊
者

宿
泊
施
設
の

経
営
者

大
分
県

（特別徴収義務者）（納税義務者）

（申告納入）

宿泊税 宿泊税
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１ 宿泊税の概要

（2） 特別徴収義務者とは

◆ 特別徴収義務者は、宿泊施設の経営者です。

※委託契約等により実際にその施設の経営に責任を有している方（実質的経営者）が別にいる場合には、
その方が特別徴収義務者となるための手続きがあります。

（3） 宿泊者とは

◆ 一般的には寝具を利用して夕方から翌朝まで就寝を伴い、宿泊施設を利用する行為です。

宿泊税においては、宿泊施設が宿泊者との契約において「宿泊」として取り扱うものを宿泊
とします。

（4） 宿泊とは

◆ 宿泊施設から宿泊設備の提供を受け、当該設備を利用して宿泊した者をいいます。
宿泊した者が実際に宿泊料金を支払ったかどうかは問いません。
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≪宿泊施設≫
・旅館業の営業許可を受けたホテル・旅館・簡易宿所
・住宅宿泊事業を営む旨の届出をした施設（いわゆる民泊施設）



１ 宿泊税の概要

（5） 税率

◆ 宿泊税の税率は１人１泊の宿泊料金に応じて、以下のとおりです。

税 率宿泊料金（１人１泊）
※消費税込み

宿泊料金（１人１泊）
※消費税抜き

100円5,500円未満5,000円未満

200円
5,500円以上

22,000円未満

5,000円以上

20,000円未満

500円
22,000円以上

110,000円未満

20,000円以上

100,000円未満

2,000円110,000円以上100,000円以上
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１ 宿泊税の概要

（6） 宿泊料金とは

◆ 食事料金や消費税等を除いた、いわゆる「素泊まり料金」です。

≪宿泊料金に含まれるもの≫

〇 宿泊の利用行為に係る対価又は負担として宿泊者の意思に関わりなく請求されるもの

（清掃代、 寝具使用料、入浴代、寝衣代、サービス料、奉仕料 ）等

≪宿泊料金に含まれないもの≫
〇宿泊の対価としての性質を有しないもの

（食事料金、遊興費、会議室の使用料、消費税等の租税、立替金 等）

（参考）宿泊料金の算定について

（例１） 各種宿泊プランの取扱い

食事料金等が宿泊料金に含まれている場合は、食事
料金等を控除した金額を宿泊料金とします。

朝食無料サービス等、宿泊以外の利用行為を無料で
提供する場合は、食事料金等に相当する金額がないも
のとして、その料金全額を宿泊料金とします。

（例２） １人当たりの料金が不明な場合

１室を単位として料金が設定されているなど1人当た
りの宿泊料金が不明な場合は、１室１泊当たりの宿泊料
金の総額を宿泊人数で除した額を１人当たりの宿泊料
金とします。
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１ 宿泊税の概要

（7） 課税免除

◆ 以下の宿泊については、宿泊税を課しません。

① 修学旅行その他の教育活動に伴う宿泊

② 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、高等専門学校

ア

対象施設
保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、

居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を行う施設、認可外保育施設
イ

次の施設に通う幼児、児童、生徒等が対象です。

事前の手続きが必要となりますので、担当窓口までご相談ください。

※学校長等から提出される「修学旅行等であることの証明書」が必要となります。
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２ 特別徴収義務者の登録

（１） 特別徴収義務者

◆ 特別徴収義務者は、宿泊施設の経営者です。

※委託契約等により実際にその施設の経営に責任を有している方（実質的経営者）が別にいる場合には、その方が特別徴収義務者と
なるための手続きがあります。

（2） 登録にかかる提出書類

◆ 登録申請の際は、以下の書類を提出してください。

宿泊税特別徴収義務者登録申請書（１施設１枚）①

登記事項証明書（現在事項証明書）経営者が法人の場合
②

住民票（個人番号（マイナンバー）の記載がないもの）経営者が個人の場合

旅館業営業許可書旅館業法の場合

③ 届出番号及び建物の所在地が確認できる書類
（例：民泊ポータルサイト内民泊制度運営システム（事業者）画面等）

住宅宿泊事業の場合

宿泊に係る契約書面（宿泊約款等）
旅館業法の場合

④
住宅宿泊事業の場合

※②～④の書類については、いずれも「写し」で結構です。
※③について、許可等を受けてから変更事項がある場合は、保健所等へ提出した変更届もすべて添付してください。
※共同事業者がある場合は、その経営者全員の住所又は所在地、氏名又は名称について記入してください。併せて役員会議事録等内容を確認で

きる書類を添付してください。

特別徴収義務者としての登録が必要です。
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≪宿泊施設≫
・旅館業の営業許可を受けたホテル・旅館・簡易宿所
・住宅宿泊事業を営む旨の届出をした施設（いわゆる民泊施設）



２ 特別徴収義務者の登録

◆ 委託契約等により実際にその施設の経営に責任を有している方（実質的経営者）を特別
徴収義務者に指定する場合は、①～④の書類に加えて以下の⑤、⑥の書類を添付してく
ださい。（事前に担当窓口までご相談ください。）

実質的経営者である旨の申立書⑤

許可者等と実質的経営者との間で締結した契約書の写し
（又は宿泊施設等に係る事業損益の帰属が確認できる書面の写し 等）⑥

（3） 特別徴収義務者証票

◆ 特別徴収義務者としての登録後、
「特別徴収義務者証票」を交付します。

○ この証票は、フロント等宿泊者の
見やすい箇所に掲示してください。

○ フロントが複数箇所にある場合な
どは、必要枚数分の証票を発行し
ます。

○ 閉業等により特別徴収の義務が消
滅した場合には、速やかに証票を
返還してください。

○ 万一、この証票を毀損・紛失した場
合には、亡失の届出を行うとともに、
再交付の申請を行ってください。

（4） その他各種届出

◆ 登録事項の変更、経営の休止、再開、廃止などの場合、届出が必要です。 -7-



※宿泊税特別徴収義務者登録申請書の記入例

１ 提出年月日
□ 登録申請書の提出年月日を記載してください。

２ 申請者
□ 宿泊施設の経営者の氏名又は名称、住所又は所在地を記載して

ください。
法人の場合、法人名に加え、代表者の職、氏名、法人番号を併せて記載

３ 「施設の許可・届出」欄
□ 施設の所在地、名称を記載してください。

法人の場合は、代表者の職、氏名を併せて記載してください
□ 「種別」欄には、宿泊施設の該当する種別に を記載してください。

□ 「許可・届出年月日」欄に旅館業の営業許可日等を記載してください。
□ 「許可・届出番号」欄は、旅館業法の営業許可書に記載の許可番号を

記載してください。
住宅宿泊事業法の届出施設の場合は、届出番号を記載してください。

4 「施設」欄
□ 施設の所在地、名称を記載してください。
□ 「概要」欄には、客室数・収容人員を記載ください。
□ 「経営開始（予定）年月日」欄には、経営開始年月日を記載ください。

5 「住宅宿泊事業における管理業者」欄
□ 住宅宿泊管理業者に委託している場合は、管理業者について記載し

てください。

6 「共同事業者」欄
□ 特別徴収義務者以外の共同事業者について記載してください。

7 「特別徴収義務者報償金受取口座情報」欄
□ 報償金受取口座情報として、金融機関名などを記載してください。

8 「書類の送付先」欄
□ 申告等についての問い合わせ先を記載してください。
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※

処

理

事

項

施 設 番 号

登 録 年 月 日 年  月  日

電算入力年月日 年  月  日

宿泊税特別徴収義務者登録申請書

令和 ９年 〇月 〇日

  大分県大分県税事務所長 殿

住 所

又 は 所 在 地
大分県大分市〇〇1-2-3

氏 名

又 は 名 称

株式会社 大分県税観光
代表取締役 大分 太郎

個 人 番 号 又 は

法 人 番 号
(右詰で記載)

大分県宿泊税条例第7条第1項の規定により、下記のとおり特別徴収義務者としての登録を

申請します。

施設の

許可・届出

住 所

又 は 所 在 地

〒○○○－○○○○  
大分県大分市○○1-2-3

ふりがな おおいたけんぜいかんこう  おおいたたろう
氏名（名称及び

代表者の氏名）
株式会社 大分県税観光 代表取締役 大分太郎

種 別  旅館・ホテル   ☐ 簡易宿所     ☐ 住宅宿泊事業

許 可 ・ 届 出

年 月 日
〇年〇月〇日 許可・届出

番号
第 〇〇〇〇 号

登録申請者と許可・

届出名義人との関係
本人

施  設

所 在 地
〒○○○－○○○○  
大分県大分市○○1-2-3

ふりがな おおいたけんぜいほてる

名 称 大分県税ホテル

概 要 客室数 〇室 収容人数 〇名

経営開始年月日 〇年 〇月 〇日

住宅宿泊事

業における

管理業者

管理業者の有無 有    ・    無

住 所

又 は 所 在 地                電話(    )  ―

氏名（名称及び

代表者の氏名）

共同事業者

共同事業者の有無 有    ・    無

住 所

又 は 所 在 地                    電話(   )   ―          

氏名（名称及び

代表者の氏名）

特別徴収義

務者

報償金受取

口座情報

金 融 機 関 名 ○○銀行 ○○支店

口 座 名 義 人

（ カ ナ ）
オオイタ タロウ

口 座 種 別 普通 ・ 当座 ・ （   ）

口 座 番 号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

書類送付先

住 所
〒○○○－○○○○ 大分県大分市○○1-2-3

電話(○○○)○○○―○○○○

ふりがな おおいたけんぜいかんこう けいりぶ
氏 名

（ 法 人 名 ）
株式会社 大分県税観光 経理部

１ 複数の宿泊施設を有する場合は、施設ごとに申請書を提出してください。

２ ※印欄は記載しないでください。

３

5

１

7

8

２

4

6



３ 宿泊税の申告納入

（１） 申告納入期限

◆ 特別徴収義務者は、毎月の宿泊税を原則翌月の末日までに、宿泊施設ごとに、「宿泊税
納入申告書」を、大分県税事務所に提出し、その税額を「納入書」により納入してください。

※「宿泊税納入申告書」には、宿泊数の内訳を宿泊日ことに記載した「宿泊税月計表」を添付してください。

※月末が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、次の平日が申告納入期限になります。

※１２月の申告納入期限は翌年１月４日（この日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、次の平日）です。

※施設の経営を休止・廃止した場合は、その休止・廃止した日までに徴収すべき宿泊税について、休止・廃
止した日から1か月以内に申告納入してください。

（施設の経営を休止した場合は、遅滞なく、廃止した場合は、廃止から10日以内に届出が必要です。）
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３ 宿泊税の申告納入

（2） 申告納入期限の特例

◆ 宿泊税の申告納入は原則毎月行っていただく必要があります。
なお、以下等の要件を満たす場合は、申請により３か月分まとめて申告納入を可能とする
特例措置を設けます。

≪申告納入期限の特例の要件（一例）≫

① 申請書の提出前１２月間（以下、「要件適用期間」という。）の納入すべき宿泊税が３６０万円以下
（令和９年度のみの特例として、申請書の提出前３月間の納入すべき宿泊税が９０万円以下であれば、①の要件を満たしたも
のとして扱います。）
② 経営開始から12か月を経過かつ特別徴収義務者の登録から12か月を経過
（令和９年度のみの特例として、宿泊施設の経営開始から12か月を経過し、かつ、特別徴収義務者の登録を行ってから3月
か月を経過していれば、②の要件を満たしたものとして扱います。）
③ 要件適用期間において申告が適正に行われていること。 等

◆ 以下等の要件を満たし、申請・指定を受けると申告納入期限が毎月→３か月に一度となる

※ 特例適用後の申告納入期限

申請期限
（適用を開始する申告月の前々月の末日）

申告納入期限特例の適用対象月

2月末日６月末日
4月、5月、6月申告納入分
（３月、４月、５月宿泊分）

5月末日９月末日
7月、8月、9月申告納入分
（６月、７月、８月宿泊分）

8月末日１２月末日
10月、11月、12月申告納入分

（９月、１０月、１１月宿泊分）

11月末日３月末日
1月、2月、3月申告納入分
（１２月、１月、２月宿泊分） -10-



３ 宿泊税の申告納入

※ 特例適用後の申告納入期限

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月

特例開始 継続 継続 継続

特例開始 継続 継続

特例開始 継続

特例開始

申
請
期
限

申
請
期
限

申
請
期
限

申
請
期
限

特例要件の確認

毎年３月に特例の要件（税額360万円以下など）の該当の有無について確認を行います。
要件に該当していれば、引き続き特例が継続されます。

要件に該当していなければ、３月宿泊分（４月申告納入分）から毎月申告納入となります。
-11-



３ 宿泊税の申告納入

（3） 宿泊税納入申告書

◆ 申告期限までに以下の項目を記入の上、提出してください。

・宿泊税の課税対象となる宿泊の総数
・宿泊税の課税対象外となる宿泊の総数
・宿泊税額

◆ 提出方法は以下いずれかの方法で行うことができます。

・地方税ポータルシステム（eLTAX）による電子申告
・大分県税事務所への郵便、信書便
・県税（納税）事務所の窓口に持参

※ 申告すべき宿泊税額が0円の場合も申告書の提出が必要です。
※ 申告書は宿泊施設ごとに作成してください。
※ 申告納入期限の特例を受けている場合は、１枚の申告書に３か月分の申告内容を記入してください。
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※宿泊税納入申告書の記入例

１ 「年月日」欄
□ 納入申告書の提出年月日を記載してください。

２ 「特別徴収義務者」欄
□ 登録している特別徴収義務者の情報を記載してください。

※ 基本的にあらかじめ印刷（プレプリント）されています。

３ 「施設」欄
□ 宿泊施設の所在地、名称、施設番号を記載してください。
□ 施設番号は、宿泊税特別徴収義務者証票に記載のある14桁の番号

を記載してください。
※ 基本的にあらかじめ印刷（プレプリント）されています。

４ 「宿泊月」欄
□ 宿泊行為があった年月（納入申告書の提出月の前月）を記載してく

ださい。

5 「宿泊数」、「税額」欄
□ 「宿泊数」欄には、課税対象の宿泊数を税率区分ごとに記載してくだ

さい。また、課税免除宿泊数を記載してください。
※宿泊税月計表の「合計」欄と一致していることを必ず確認してくだ
さい。

□ 「税額」欄には、宿泊数に税率区分ごとの税率を乗じた税額を記載し
てください。

※申告の際は、宿泊税納入申告書に「宿泊税月計表」を添付してください。
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宿 泊 税 納 入 申 告 書

１ ※印欄は記載しないでください。

２ 課税対象及び課税対象外の宿泊数が宿泊年月日ごとに記入された書類（「宿泊税月計表」等を添付してください。）

３ 申告すべき宿泊税額が０円の場合も申告書を提出してください。

受付

年  月  日
※
処
理
事
項

施設番号

通信日付 確認印 精査検算

大分県大分県税事務所長 殿 年  月  日

特
別
徴
収
義
務
者

氏 名 又 は 名 称 株式会社 大分県税観光 代表取締役 大分太郎

個人番号又は法人番号 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (右詰で記載)

住 所 又 は 所 在 地 大分県大分市○○1-2-3

担 当 者 の 氏 名
株式会社 大分県税観光 経理部 大分花子

電話(○○○)○○○ ― ○○○○

施 
 

設

ふ り が な おおいたけんぜいほてる

名 称 大分県税ホテル

所 在 地
〒○○○－○○○○

大分県大分市○○1-2-3

施 設 番 号 〇〇○○○○○〇〇○○○○○

宿 泊 月 区   分 宿泊数 税 率 税   額（円）

令和９年

３月分

１人１泊５千円未満 50 100 円 5,000  
１人１泊５千円以上２万円未満 100 200 円 20,000
１人１泊２万円以上 10 万円未満 5 500 円 2,500
１人１泊 10 万円以上 0 2000 円 0
小  計 155 27,500
課税免除 230

年

月分

１人１泊５千円未満 100 円 円

１人１泊５千円以上２万円未満 200 円

１人１泊２万円以上 10 万円未満 500 円

１人１泊 10 万円以上 2000 円

小  計

課税免除

年

月分

１人１泊５千円未満 100 円 円

１人１泊５千円以上２万円未満 200 円

１人１泊２万円以上 10 万円未満 500 円

１人１泊 10 万円以上 2000 円

小  計

課税免除

合  計 385 27,500

４

3

1

2

5



※宿泊税月計表の記入例

１ 「宿泊月」欄
□ 対象となる宿泊月を記載してください。

２ 「宿泊施設の名称・施設番号」欄
□ 宿泊施設名、施設番号（14ケタ）を記載してください。

３ 「課税対象宿泊数」欄
□ 課税対象となる宿泊数を宿泊料金ごとに記載してください。

（合計欄が宿泊税納入申告書の宿泊料金ごとの宿泊数と一致）

４ 「課税免除」欄
□ 課税免除となる宿泊数を記載してください。

（合計欄が宿泊税納入申告書の「課税免除」欄の宿泊数と一致）

※申告納入期限の特例を受けている場合は、宿泊月ごとに作成して
提出してください。

※記載項目が同じであれば、任意の様式での提出も可能です。
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宿泊料金が５千円未満
宿泊料金が５千円
以上２万円未満

宿泊料金が２万円
以上10万円未満

宿泊料金が10万円
以上

うち修学旅
行等

1 0 5 0 0 0 0 5

2 5 3 0 0 0 0 8

3 3 0 0 0 0 0 3

4 3 2 0 0 120 120 125

5 0 1 0 0 0 0 1

6 2 5 1 0 0 0 8

7 1 1 0 0 0 0 2

8 0 7 1 0 0 0 8

9 1 0 0 0 0 0 1

10 2 6 0 0 0 0 8

11 3 2 0 0 110 110 115

12 0 3 0 0 0 0 3

13 3 3 1 0 0 0 7

14 1 6 0 0 0 0 7

15 2 4 0 0 0 0 6

16 0 5 0 0 0 0 5

17 0 1 0 0 0 0 1

18 1 0 0 0 0 0 1

19 1 7 1 0 0 0 9

20 2 6 0 0 0 0 8

21 2 7 0 0 0 0 9

22 0 5 0 0 0 0 5

23 0 3 0 0 0 0 3

24 4 0 0 0 0 0 4

25 1 4 0 0 0 0 5

26 3 2 0 0 0 0 5

27 5 5 1 0 0 0 11

28 2 0 0 0 0 0 2

29 1 2 0 0 0 0 3

30 2 1 0 0 0 0 3

31 0 4 0 0 0 0 4

合計 50 100 5 0 230 230 385

日付

宿 泊 税 月 計 表 （令和９年３月）

施設番号

宿泊施設の名称

合計

課税対象 課税免除

宿泊数（泊）

大分県税ホテル

○○○○○○○○○○○○○○

納入申告書の宿泊数と一致します。

１

２

３

４



３ 宿泊税の申告納入

（4） 宿泊税納入書

◆ 宿泊税は 納入期限までに「納入書」により大分県に納入してください。

◆ 納入方法は以下いずれかの方法で行うことができます。
・各県税（納税）事務所、金融機関等での納入
・地方税ポータルシステム（eLTAX）による電子申告を行った場合は電子納税も可能

※ １か月分ごとに１枚作成してください。（申告納入期限の特例を適用しており、３か月に１度の申告納入の場合も同様に
1か月分ごとに作成してください。 ）

※ 納入書は宿泊施設ごとに作成してください。

１ 「本税」欄
□ 申告納入する宿泊税額を右詰めで記載してください。
□ 金額の左側に「￥」と記載してください。
□ 当該施設の納入申告書に記載した税額と一致していることを

確認してください。

２ 「合計」欄
□ 申告納入する宿泊税額を右詰めで記載してください。
□ 金額の左側に「￥」と記載してください。

３ 「納期限」欄
□ 当該月分の納期限を記載してください。

県 税 納付(納入)書・領収証書            公

振 替 口 座
01950―4―960003

加 入 者
大分県税事務所

取りまとめ店
大分銀行県庁内支店

住(居)所及び氏名又は名称

収入 納 税目 事務所 宛名番号 整理番号

枝番 実績年月 日 課税区分 処理日

税

年度 期別 申告実績

年    月分

申 告 日

年  月  日   

本 税
十億 百万 千

円

延 滞 金 円

過少申告加算金 円

不 申 告 加 算 金 円

重 加 算 金 円

合 計 円

納 期 限 令和 〇年 ○月 ○日

課 税 事 務 所 大 分 県 税 事 務 所
領収日付印

上記の金額を領収しました。

(裏面をお読みください。)

(納税者保存)

１

2

3

￥ 5， ０  ０  ０

￥ 5， ０  ０  ０
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4 適正な申告納入のために

（1） 帳簿等の記載・保存

◆ 宿泊税額の適正な把握のため、以下の事項を記載した帳簿を備え付け、書類を作成する

必要があります。

※一定の要件を満たす場合は、PC等の電磁的記録をもって、帳簿・書類の備付・作成・保存に代えることができます。

保存期間記 載 事 項種 類

５年

宿泊年月日、宿泊者数、課税対象宿泊者数、課税対象外宿泊者数、
宿泊料金、宿泊税額
※既存の総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、売上帳、仕入帳などで上記記載事項が確認

できる場合は、改めて帳簿を作成する必要はありません。

帳 簿

宿泊年月日、宿泊者数、宿泊料金、宿泊税額
※既存の宿泊者名簿、契約書、予約表、請求書、領収書などで上記記載事項が確認できる場合は、改

めて書類を作成する必要はありません。

書 類

（2） 調査

◆ 宿泊税の適正な申告等の確認を行うため、大分県の職員が宿泊施設の実地調査を行うこと
があります。公正公平な税務行政の運営のため、ご協力をよろしくお願いします。

（3） 特別徴収義務者報償金

◆ 特別徴収義務者の負担軽減等を図ることを目的に宿泊税の納期内納入額の2.5％を基準と
して、特別徴収義務者報償金を交付します。
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4 適正な申告納入のために

（4） 領収書への表示

◆ 領収書等に宿泊税の名称とその額の表示をお願いします。

※宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となる場合があります。

◆ 税の名称は次のとおり表示してください。

日本語表記：「宿泊税」

英語表記 ：「Accommodation Tax」

○○ ○○ 様

受領印

金  額

〇月〇日 客室料金

消費税等

宿泊税

10,000円

入湯税 150円

印
紙

領収書

○○○号室
人数 １名

1,000円

200円

合計 11,350円

〇〇ホテル
大分県○○市○○番地
〇年〇月〇日    

日  付 項  目

○○ ○○ 様

上記のほか、宿泊税額２００円を領収しました。

受領印

日  付 項  目 金  額

入湯税 150円

領収書

○○○号室
人数 １名

合計 11,150円

〇月〇日 客室料金 10,000円

消費税等 1,000円

〇年〇月〇日    
大分県○○市○○番地

〇〇ホテル

印
紙

○○ ○○ 様

上記金額には、宿泊税額200円が含まれています。

受領印

日  付 項  目 金  額

領収書

○○○号室
人数 １名

合計 11,350円

〇月〇日 客室料金 11,350円

〇年〇月〇日    
大分県○○市○○番地

〇〇ホテル

印
紙

≪例1≫合計の内訳に宿泊税額を計上する場合 ≪例2≫宿泊税額を別に計上する場合 ≪例3≫客室料金に宿泊税額を含めて計上する場合
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